






参考資料

【横断歩道等における歩行者等の優先】(道路交通法第38条関係)

・ 車両等は、横断歩道等に接近する場合は、当該横断歩道等の直前で停止でき

る速度で進行しなければならない(歩行者等がないことが明らかな場合を除く)。

・ 進路前方の横断歩道等を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるとき

は、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにし

なければならない。

○ 信号機のない横断歩道における自動車の危険認知速度別

歩行者の事故件数(平成26～30年)

・ 信号機のない横断歩道における死亡事故では、車両側の横断歩道手前での減速が不十分

○「自動車対歩行者」の事故類型別死亡事故件数(平成26～30年)

・ 事故類型別では、横断中が約７割を占めている。
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計 21,255件

【負傷事故】

計 450件

【死亡事故】

（件）




